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○
規
　
　
　
　
　
則

　

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
規
則
第
三
十
三
号

　
　
　
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

　

改
正
す
る
。

　
　

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
」
を
削
り
、
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一

　

項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

　
　

第
七
条
第
二
号
の
二
中
「
自
動
車
税
種
別
割
用
」
を
「
自
動
車
税
用
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
の
二
及

　

び
第
四
号
の
四
中
「
自
動
車
税
種
別
割
納
税
通
知
書
」
を
「
自
動
車
税
納
税
通
知
書
」
に
改
め
、
同
条
第

　

六
号
中
「
自
動
車
税
種
別
割
以
外
の
税
目
用
」
を
「
自
動
車
税
以
外
の
税
目
用
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号

　

の
二
中
「
自
動
車
税
種
別
割
督
促
状
」
を
「
自
動
車
税
督
促
状
」
に
改
め
、
同
条
第
十
九
号
の
二
中
「
自

　

動
車
税
種
別
割
に
係
る
第
二
次
納
税
義
務
者
の
納
付
義
務
の
免
除
申
告
書
」
を
「
自
動
車
税
に
係
る
第
二

　

次
納
税
義
務
者
の
納
付
義
務
の
免
除
申
告
書
」
に
改
め
る
。

　
　

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
公
示
送
達
）

　
第
八
条
　
条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
地
方
団
体
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　

（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
公
示
事
項
（
条
例
第
十
条
に
規
定
す
る

　
　

公
示
事
項
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
地

　
　

方
団
体
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信
で
き
る
機

　
　

能
を
備
え
た
も
の
に
限
る
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

　
　

法
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　

一　

地
方
団
体
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
示
事
項
を
当

　
　
　

該
公
示
事
項
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
も
の

　
　

二　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四

　
　
　

十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い
う
。
）
を
使
用
す

　
　
　

る
も
の

　
　

第
三
十
七
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

一　

自
動
車
税
納
税
証
明
書
（
継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用
）　

第
五
十
七
号
様
式
の
四
、
第
五

　
　
　

十
七
号
様
式
の
四
の
二
又
は
第
五
十
七
号
様
式
の
四
の
三

　
　

二　

自
動
車
税
免
除
申
請
書　

第
五
十
七
号
様
式
の
五

　
　

三　

自
動
車
税
減
免
申
請
書　

第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
四

　
　

四　

自
動
車
税
減
免
承　

認

不
承
認
通
知
書　

第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
五

　
　

五　

自
動
車
税
の
減
免
対
象
バ
ス
の
認
定
兼
減
免
申
請
書　

第
五
十
七
号
様
式
の
五
の
三

　
　

六　

自
動
車
税
中
古
商
品
車
減
免
申
請
書　

第
五
十
七
号
様
式
の
五
の
四

　
　

七　

自
動
車
税
通
学
用
バ
ス
減
免
申
請
書　

第
五
十
七
号
様
式
の
五
の
五

　
　

八　

自
動
車
税
賦
課
決
定
通
知
書　

第
五
十
七
号
様
式
の
六

　
　

九　

自
動
車
税
減
免
取
消
通
知
書　

第
五
十
七
号
様
式
の
七

　
　

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
条
例
第
六
十
条
第
三
項
後
段
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
条
例

　

第
六
十
条
第
三
項
前
段
又
は
」
及
び
「
条
例
第
六
十
条
第
三
項
後
段
又
は
」
を
削
る
。

　
　

第
三
十
八
条
及
び
第
三
十
八
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
自
動
車
税
の
課
税
免
除
の
対
象
と
な
る
社
会
福
祉
法
人
等
）

　
第
三
十
八
条
　
条
例
第
六
十
条
の
十
三
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
等
は
、
次
に
掲
げ
る

　
　

も
の
と
す
る
。

　
　

一　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
護
施

　
　
　

設
、
更
生
施
設
、
医
療
保
護
施
設
又
は
授
産
施
設
を
経
営
す
る
法
人

　
　

二　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
乳
児
院
、
母

　
　
　

子
生
活
支
援
施
設
、
児
童
養
護
施
設
、
障
害
児
入
所
施
設
又
は
児
童
心
理
治
療
施
設
を
経
営
す
る
法
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規
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人

　
　

三　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
ー

　
　
　

ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
を
経
営
す
る
法
人

　
　

四　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

　
　
　

百
二
十
三
号
）
第
八
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
を
経
営
す
る
法
人

　
　

五　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定

　
　
　

す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を

　
　
　

行
う
事
業
に
限
る
。
）
で
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
に
係
る
も
の
を
行
う
法
人
で
あ

　
　
　

つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

　
　
　

イ　

社
会
福
祉
法
人

　
　
　

ロ　

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人

　
　
　

ハ　

医
療
法
人

　
　
　

ニ　

宗
教
法
人
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
宗
教
法
人

　
　
　

ホ　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営

　
　
　
　

利
活
動
法
人

　
　
　

ヘ　

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
法
人
の
ほ
か
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
知
事
が
別
に
定
め
る

　
　
　
　

も
の

　
　

六　

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
授
産
施

　
　
　

設
を
経
営
す
る
法
人
、
同
法
第
百
九
条
及
び
第
百
十
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
協
議
会
並
び
に
同
法

　
　
　

第
百
十
三
条
に
規
定
す
る
共
同
募
金
会

　
　

七　

大
分
県
障
が
い
児
協
会

　

第
三
十
八
条
の
二　

削
除

　
　

第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
六
十
条
の
五
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十

　

条
の
十
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
条
例
第
六
十
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
計

　

を
一
に
す
る
者
若
し
く
は
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
同
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け

　

よ
う
と
す
る
場
合
又
は
」
を
削
り
、
「
若
し
く
は
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
同

　

項
」
を
「
又
は
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
同
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
条

　

例
第
六
十
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
計
を
一
に
す
る
者
若
し
く
は
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転

　

す
る
自
動
車
に
つ
い
て
同
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
」
を
削
り
、
「
若
し
く
は
常

　

時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
同
項
」
を
「
又
は
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
自
動
車

　

に
つ
い
て
同
項
」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
十
八
条
の
四
中
「
第
六
十
条
の
五
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
条
の
十
四
第
一
項
」
に
改
め

　

る
。

　
　

第
三
十
八
条
の
五
か
ら
第
三
十
八
条
の
七
ま
で
を
削
る
。

　
　

第
三
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
三
十
九
条　

削
除

　
　

第
三
十
九
条
の
二
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割

　

額
」
を
「
自
動
車
税
額
」
に
、
「
種
別
割
の
」
を
「
自
動
車
税
の
」
に
、
「
第
四
百
六
十
三
条
の
二
十

　

三
」
を
「
第
四
百
五
十
六
条
」
に
改
め
、
「
と
な
る
」
の
下
に
「
条
例
第
六
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定

　

す
る
」
を
加
え
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

２　

条
例
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

　
　

一　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
特
別

　
　
　

援
護
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交

　
　
　

付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
）

　
　

二　

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳

　
　

三　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
精
神

　
　
　

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

　
　

第
三
十
九
条
の
三
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
号
様
式
の
七
及
び
第
三
号
様
式
の
九
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　
　

第
四
号
様
式
（
そ
の
三
）
中
「取

り
ま
と
め
局

」
を
「取

り
ま
と
め
店

」
に
改
め
る
。

　
　

第
四
号
様
式
の
二
（
そ
の
一
）
中
「自

動
車
税
種
別
割
納
付
書
兼
領
収
済
通
知
書

」
を
「自

動
車
税
納

　
付
書
兼
領
収
済
通
知
書

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割
原
符

」
を
「自

動
車
税
原
符

」
に
、
「自

動
車
税
種

　
別
割
領
収
証
書

」
を
「自

動
車
税
領
収
証
書

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
中
「自

動
車
税
種
別
割
納

　
付
書
・
領
収
証
書

」
を
「自

動
車
税
納
付
書
・
領
収
証
書

」
に
、
「殿

」
を
「様

」
に
、
「自

動
車
税
種

　
別
割
原
符

」
を
「自

動
車
税
原
符

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割
領
収
済
通
知
書

」
を
「自

動
車
税
領
収
済

　
通
知
書

」
に
、
「取

り
ま
と
め
局

」
を
「取

り
ま
と
め
店

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
号
様
式
の
二
中
「自

動
車
税
種
別
割
納
税
通
知
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
通
知
書

」
に
改
め
る
。

　
　

第
六
号
様
式
中
「取

り
ま
と
め
局

」
を
「取

り
ま
と
め
店

」
に
改
め
る
。

　
　

第
六
号
様
式
の
二
の
二
中「

取
　
　
り

　
ま
と
め
局
」

を「
取
　
　
り

　
ま
と
め
店
」

に
改
め
る
。

　
　

第
六
号
様
式
の
三
の
二
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　
　

第
六
号
様
式
の
四
中
「自

動
車
税
種
別
割
納
税
通
知
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
通
知
書

」
に
、
「自

動
　
車
税
種
別
割
納
付
書
兼
領
収
済
通
知
書

」
を
「自

動
車
税
納
付
書
兼
領
収
済
通
知
書

」
に
、
「自

動
車
税

　
種
別
割
原
符

」
を
「自

動
車
税
原
符

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割
領
収
証
書

」
を
「自

動
車
税
領
収
証
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書

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割
納
税
証
明
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
証
明
書

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割

　
に

」
を
「自

動
車
税
に

」
に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
中
「自

動
車
税
種
別
割
納
税
通
知
書
内
訳
書

」
を

　

「自
動
車
税
納
税
通
知
書
内
訳
書

」
に
改
め
る
。

　
　

第
八
号
様
式
の
二
（
表
）
中
「自

動
車
税
種
別
割
督
促
状

」
を
「自

動
車
税
督
促
状

」
に
、
「自

動
車

　
税
種
別
割
が

」
を
「自

動
車
税
が

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割
納
付
書
兼
領
収
済
通
知
書

」
を
「自

動
車

　
税
納
付
書
兼
領
収
済
通
知
書

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割
原
符

」
を
「自

動
車
税
原
符

」
に
、
「自

動
車

　
税
種
別
割
領
収
証
書

」
を
「自

動
車
税
領
収
証
書

」
に
改
め
る
。

　
　

第
九
号
様
式
中
「

」
を
「

」

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名

住
（
居
）
所

氏
　
　
　
名

　

に
改
め
、
「の

名
称
等

」
を
削
る
。

　
　

第
十
号
様
式
の
備
考
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
、
「書

き
換
え
る

」
を
「
､
「枝

　
番

」と
あ
る
の
は

「通
知
番
号

」と
読
み
替
え
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
号
様
式
の
二
及
び
第
十
二
号
様
式
中
「殿

」
を
「様
」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車

　
税

」
に
、
「書

き
換
え
る

」
を
「
､
「枝

番

」と
あ
る
の
は

「通
知
番
号

」と
読
み
替
え
る

」
に
改
め

　

る
。

　
　

第
十
三
号
様
式
の
二
及
び
第
十
三
号
様
式
の
三
の
備
考
中
「自
動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」

　

に
、
「書

き
換
え
る

」
を
「
､
「枝

番

」と
あ
る
の
は

「通
知
番
号

」と
読
み
替
え
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
六
号
様
式
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車

　
税

」
に
、
「書

き
換
え
る

」
を
「
､
「枝

番

」と
あ
る
の
は

「通
知
番
号

」と
読
み
替
え
る

」
に
改
め

　

る
。

　
　

第
十
七
号
様
式
中
「自

動
車
税
種
別
割
に
係
る
第
二
次
納
税
義
務
者
の
納
付
義
務
の
免
除
申
告
書

」
を

　

「自
動
車
税
に
係
る
第
二
次
納
税
義
務
者
の
納
付
義
務
の
免
除
申
告
書

」
に
、
「第

11条
の
９
第
３
項

」

　

を
「第

11条
の
10第
３
項

」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
八
号
様
式
、
第
二
十
号
様
式
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
の
二
の
三
ま
で
及
び
第
二
十
三
号
様
式
の
三

　

か
ら
第
二
十
三
号
の
五
ま
で
の
規
定
中
「殿

」
を
「様

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」

　

に
、
「書

き
換
え
る

」
を
「
､
「枝

番

」と
あ
る
の
は

「通
知
番
号

」と
読
み
替
え
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
四
号
様
式
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
六
号
様
式
（
そ
の
二
）
中
「自

動
車
税
環
境
性
能
割

種
　
別
　
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
、
「自

動
車
税

　
種
別
割
及
び
自
動
車
税
環
境
性
能
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
七
号
様
式
の
二
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
八
号
様
式
の
二
中
「自

動
車
税
種
別
割
領
収
証
書

」
を
「自

動
車
税
領
収
証
書

」
に
、
「殿

」

　

を
「様

」
に
、
「自
動
車
税
種
別
割
領
収
済
報
告
書

」
を
「自

動
車
税
領
収
済
報
告
書

」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
十
一
号
様
式
か
ら
第
三
十
二
号
様
式
ま
で
及
び
第
三
十
四
号
様
式
の
備
考
中
「自

動
車
税
種
別

　
割

」
を
「自
動
車
税

」
に
、
「書

き
換
え
る

」
を
「
､
「枝

番

」と
あ
る
の
は

「通
知
番
号

」と
読
み
替

　
え
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
十
五
号
様
式
か
ら
第
三
十
七
号
様
式
の
二
ま
で
及
び
第
三
十
八
号
様
式
中
「殿

」
を
「様

」
に
、

　

「自
動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
、
「書

き
換
え
る

」
を
「
､
「枝

番

」と
あ
る
の
は

「通
知

　
番
号

」と
読
み
替
え
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
四
十
一
号
様
式
の
備
考
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
、
「書

き
換
え
る

」
を
「
､

　

「枝
番

」と
あ
る
の
は

「通
知
番
号

」と
読
み
替
え
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
四
十
一
号
様
式
の
二
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を

　

「自
動
車
税

」
に
、
「書

き
換
え
る

」
を
「
､
「枝

番

」と
あ
る
の
は

「通
知
番
号

」と
読
み
替
え
る

」

　

に
改
め
る
。

　
　

第
四
十
一
号
様
式
の
五
の
備
考
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
、
「書

き
換
え
る

」
を

　

「
､
「枝

番

」と
あ
る
の
は

「通
知
番
号

」と
読
み
替
え
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
四
十
一
号
様
式
の
六
か
ら
第
四
十
一
号
様
式
の
八
ま
で
及
び
第
四
十
二
号
様
式
か
ら
第
四
十
三
号
様

　

式
の
三
ま
で
の
規
定
中
「殿

」
を
「様

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
、
「書

き
換

　
え
る

」
を
「
､
「枝

番

」と
あ
る
の
は

「通
知
番
号

」と
読
み
替
え
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
四
十
四
号
様
式
の
備
考
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
、
「書

き
換
え
る

」
を
「
､

　

「枝
番

」と
あ
る
の
は

「通
知
番
号

」と
読
み
替
え
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
四
十
四
号
様
式
の
二
か
ら
第
四
十
四
号
様
式
の
四
ま
で
及
び
第
四
十
四
号
様
式
の
二
十
五
中
「殿

」

　

を
「様

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
、
「書

き
換
え
る

」
を
「
､
「枝

番

」と
あ

　
る
の
は

「通
知
番
号

」と
読
み
替
え
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
四
十
四
号
様
式
の
二
十
九
か
ら
第
四
十
四
号
様
式
の
三
十
一
ま
で
の
規
定
中
「御

中

」
を
「様

」

　

に
、
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
、
「書

き
換
え
る

」
を
「
､
「枝

番

」と
あ
る
の
は

　
「通

知
番
号

」と
読
み
替
え
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
四
十
四
号
様
式
の
三
十
二
、
第
四
十
六
号
様
式
、
第
四
十
六
号
様
式
の
二
及
び
第
四
十
七
号
様
式
の

　

二
中
「殿
」
を
「様

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
、
「書

き
換
え
る

」
を
「
､

　

「枝
番

」と
あ
る
の
は

「通
知
番
号

」と
読
み
替
え
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
号
様
式
の
三
中
「健

康
保
険
証

」
を
「資

格
確
認
書

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
一
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「取

り
ま
と
め
局

」
を
「取

り
ま
と
め
店

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
一
号
様
式
の
三
（
そ
の
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
五
十
一
号
様
式
の
三
（
そ
の
二
）
中
「44欄

か
ら
48欄

」
を
「45欄

か
ら
49欄

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
四
か
ら
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
六
ま
で
の
規
定
中
「殿

」
を
「様

」
に
改

　

め
る
。

　
　

第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
十
一
中
「自

動
車
安
全
運
転
セ
ン
ター
等

」
を
「国

立
健
康
危
機
管
理
研
究

　
機
構
等

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
十
二
及
び
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
十
四
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
四
号
様
式
の
四
中
「取

り
ま
と
め
局

」
を
「取

り
ま
と
め
店

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
五
号
様
式
の
六
中
「健

康
保
険
証

」
を
「資

格
確
認
書

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
六
号
様
式
の
八
、
第
五
十
六
号
様
式
の
九
、
第
五
十
七
号
様
式
の
三
、
第
五
十
七
号
様
式
の
三

　

の
六
及
び
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
九
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
か
ら
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
か
ら
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
三
ま
で　
削
除

　
　

第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
四
及
び
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
51号
様
式
の
３
（
そ
の
１
）
（
第
24条
、
第
27条
の
２
関
係
）

第
5
1
号

様
式

の
3(
そ

の
1)

(
第
2
4
条
、

第
2
7
条

の
2
関

係
) 
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係
る

法
人

税
割

額
の

控
除

額
 

1
0 

 
 

租
税

条
約

の
実

施
に

係
る

特
別

法
人

事
業

税
額

又
は

地
方

法
人

特
別

税
 

額
の

控
除

額
 

5
1 

 
 

既
還

付
請

求
利

子
割

が
過

大
で

あ
る

場
合

の
納

付
額

 
1
1 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4
9
－

5
0
－

5
1 

5
2 

 
 

差
引

法
人

税
割

額
 

(
3
－

4
＋
5
－

6－
7
－

8
－

9
－
1
0
＋
1
1) 

1
2 

 
 

既
納

付
確

定
額

 
5
3 

 
 

均
等

割
額

 
(
 

 
 

× 
 

 
／

12
) 

1
3 

 
 

差
引

過
不

足
額

 
(
5
2
－
5
3) 

5
4 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2
＋

13 
1
4 

 
 

加
算

金
 

既
納

付
確

定
額

 
1
5 

 
 

区
分
 

対
応

税
額

 
 

 
円

 

(
法

人
事

業
税

及
び

特
別

法
人

事
業

税

又
は

地
方

法
人

特
別

税
)
 

税
率

 
 

％
 

加
算

金
額

 
 

円
 

差
引

過
不

足
額

 
(
1
4
－
1
5) 

1
6 

 
 

法
人

事
業

税
 

 
 

(
単

位
：

円
) 

加
算

金
 

 
 

 
 

 
 

5
5 

 
 

 
 

 
 

課税標準 

総額 

所
得

又
は

清
算

所
得

の
金

額
 

1
7 

 
 

(
5
5
の

内
訳
)
 

 
円
 

法
人

事
業

税
分

 
(
 

 
 

 )
 

特
別

法
人

事
業

税
又

は
地

方
法

人
特

別
税

分
 

(
 

 
 

 
) 

付
加

価
値

額
 

1
8 

 
 

重
加

算
金

 
 

 
 

 
 

 
 

5
6 

 
 

 
 

 
 

資
本

金
等

の
額

 
1
9 

 
 

(
5
6
の

内
訳
)
 

 
円
 

法
人

事
業

税
分

 
(
 

 
 

 )
 

特
別

法
人

事
業

税
又

は
地

方
法

人
特

別
税

分
 

(
 

 
 

 
) 

収
入

金
額

 
2
0 

 
 

合
計

加
算

金
額

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5
5
＋

56
 

5
7 

 
 

本県分 

年
4
0
0
万

円
以

下
の

所
得

金
額
 

2
1 

 
 

既
納

付
確

定
額

 
 

 
 

 
 

円
 

5
8 

 
 

年
4
0
0
万

円
を

超
え
8
00
万

円
以

下
の

所
得

、特
別

法
人

の
年

4
0
0
万

円
を

超
え

る
所

得
又

は
清

算
所

得
の

金
額

 
2
2 

 
 

差
引

過
不

足
額

 
(
5
7
－
5
8) 

5
9 

 
 

年
8
0
0
万

円
を

超
え

る
所

得
金

額
 

2
3 

 
 

更
正

決
定

の
要

旨
 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2
1
＋

2
2
＋

2
3
 

2
4 

 
 

 
 

軽
減

税
率

不
適

用
法

人
の

所
得

、
法

第
7
2
条

の
2
第
1

項
第

3
号

に
掲

げ
る

事
業

に
係

る
所

得
又

は
清

算
所

得
の

金
額

 
2
5 

 
 

付
加

価
値

額
 

2
6 

 
 

指
定

納
期

限
ま

で
の

延
滞

金
 

資
本

金
等

の
額

 
2
7 

 
 

 
収

入
金

額
 

2
8 

 
 

税額 

2
1
に

対
す

る
税

額
 

(
税

率
 

 
 
％

)
 

2
9 

 
 

2
2
に

対
す

る
税

額
 

(
税

率
 

 
 
％

)
 

3
0 

 
 

利
子

割
還

付
に

関
す

る
事

項
 

2
3
に

対
す

る
税

額
 

(
税

率
 

 
 
％

)
 

3
1 

 
 

利
子

割
還

付
額

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

6
0 

 
 

2
5
に

対
す

る
税

額
 

(
税

率
 

 
 
％

)
 

3
2 

 
 

   注
1
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
通

知
書

を
受

け
取

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

3
箇

月
以

内
に

、
知

事
に

対
し

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

(
審

査
請

求
書

は
、
正

副
2
通

を
、
な

る
べ

く
当
県

税
事

務
所

を
経

由
し

て
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

)
。

 

 
 

 
な

お
、
こ

の
処

分
に

つ
い

て
の

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

が
あ

つ
た

こ
と

を
知

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

6
箇

月
以

内
に

、
大

分
県

を
被

告
と

し
て

、
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
た

だ
し

、

次
の

場
合

に
は

、
審

査
請

求
の

裁
決

を
経

る
こ

と
な

く
、
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。 

 
 
(
1)

 
審

査
請

求
が

あ
つ

た
日
か

ら
3
箇

月
を

経
過

し
て

も
裁

決
が

な
い

と
き

。
 

 
 
(
2)

 
処

分
、

処
分

の
執

行
又
は

手
続

の
続

行
に

よ
り

生
ず

る
著

し
い

損
害

を
避

け
る

た
め

緊
急

の
必

要
が

あ
る

と
き

。
 

 
 
(
3)

 
そ

の
他

裁
決

を
経

な
い
こ

と
に

つ
き

正
当

な
理

由
が

あ
る

と
き

。
 

 
2
 

地
方

税
法

第
7
2
条

の
2
第

1
項
第

3
号

に
掲

げ
る

事
業

を
行

う
法

人
に

つ
い

て
は

、
表

中
1
7
欄

か
ら

36欄
ま

で
及

び
4
4
欄

か
ら

48
欄

ま
で

の
金

額
の
事

業
ご

と
の

内
訳

を
、

第
5
1
号

様
式

の
3
(
そ

の
2)
に

記
載

し
て

い
ま
す

。
 

2
6
に

対
す

る
税

額
 

(
税

率
 

 
 
％

)
 

3
3 

 
 

2
7
に

対
す

る
税

額
 

(
税

率
 

 
 
％

)
 

3
4 

 
 

2
8
に

対
す

る
税

額
 

(
税

率
 

 
 
％

)
 

3
5 

 
 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
2
9
＋

3
0
＋

3
1
＋

3
2
＋

3
3
＋

3
4
＋

3
5 

3
6 

 
 

令
和

６
年

改
正

法
附

則
第

８
条

第
２

項
の

控
除

額
 

3
7 

 

事
業

税
の

特
定

寄
附

金
税

額
控

除
額

 
3
8 

 
 

仮
装

経
理

に
基

づ
く

事
業

税
額

の
控

除
額

又
は

清
算

中
の

事
業

年
度

に
係

る
予

納
額

 
3
9 

 
 

租
税

条
約

の
実

施
に

係
る

事
業

税
額

の
控

除
額

 
4
0 

 
 

条
例

に
基

づ
く

課
税

免
除

等
の

税
額

控
除

額
 

4
1 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
6
－

3
7
－

3
8
－

3
9
－

4
0
－

4
1 

4
2 

 
 

既
納

付
確

定
額

 
4
3 

 
 

差
引

過
不

足
額

 
(
4
2
－
4
3) 

4
4 

 
 

  



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

五

（
規
則
）

第
57号
様
式
の
３
の
14（
第
37条
関
係
）

第
57号
様
式
の
３
の
15（

第
37条
関
係
）

第57号様式の3の14(第37条関係) 

自 動 車 税 減 免 申 請 書 
 大分県   県税事務所長 殿 

年    月    日  

申 請 者 住 所                             

(納税義務者)                                  

氏 名                             

  大分県税条例 第60条の14第2項 の規定により  自 動 車 税 の減免を申請します。 

法人にあつては、その名称

及び主たる事務所の所在地

並 び に 代 表 者 の 氏 名 

  

個人番号又は法人番号 

(右 詰 で 記 載) 

                          

電話番号(   )    ―                    

減免を受けようとする

自動車 

 

この欄は「自動車検

査証」によつて記入

してください。 

登 録 ( 車 両 )番 号                  所 有 者 

 
 

カナ 

 

大分 

住
所 

  氏
名 

  

                 使 用 者 

住
所 

  氏
名 

  

減 免 を 受 け よ う  

と す る 税 額 

自 動 車 税 減 免 額 

            年度             円 

身 体 障 害 者 等 

住 所 氏 名 生年月日 申請人との続柄 

        

自動車を運転する者 

住 所 氏 名 身体障害者等との続柄 

      

自動車を運転する者が身 

体障害者等の場合 
 身体障害者等が運転する日数   1月に    日 身体障害者等以外の者が運転する日数   1月に    日 

身 体 障 害 者 手 帳 等 

手 帳 等 の 種 類 障 害 等 級 又 は 程 度 障 害 名 又 は 病 名 

    1 身体障害者手帳   2 戦傷病者手帳 

    3 療育手帳 

    4 精神障害者保健福祉手帳 

    

発 行 元 名 称 手 帳 番 号 交 付 年 月 日 

      

運 転 免 許 証 

運転免許証番号 免 許 の 種 類 有 効 期 限 条 件 車 名 種別 障害区分 種 級 

                  

備 考 

既 減 免 車 登 録 (車 両) 番 号 移   転 

・      ・ 

拡大対象 
新
規 

新 車 転 入 

有 ・ 無 
  抹  消 

  中 古 
移 転 

転  出 登録スミ 

注1 「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)

を記載してください。 

 2 減免を受けようとする自動車が、身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者によつて運転されるものであるときは、その事実を証明する書類を添付し

てください。 

第
5
7
号
様

式
の
3の

1
5
(第

3
7条

関
係
) 

様
 

   

自
動

車
税

減
免
 

承
認
 

不
承

認
 

通
知

書
 

  
以

下
の

と
お

り
、
 

自
動

車
税
 
の

減
免
を
 承

認
し

た
 

承
認

し
な

い
 

の
で

通
知

し
ま

す
。
 

 
な

お
、
以
下

の
減

免
の

理
由

に
該
当

し
な

い
こ

と
と

な
る

場
合
に

該

当
す

る
と

き
は

、
速

や
か

に
そ

の
旨
を

申
告

し
て

く
だ

さ
い

。
 

年
 

 
月

 
 

日
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

大
分

県
 

 
県

税
事

務
所

長
 

印
 
 

  

登
録

番
号
 
 

自
動

車
税

の
 

減
免

の
内

容
 

か
ら

  

ま
で

  

自
動

車
税

の
 

減
免

税
額
 

 

円
 

不
承

認
の

理
由
 

【
減

免
の

理
由

に
該

当
し

な
い

こ
と
と

な
る

場
合

】
 

 
1
 
減

免
の

対
象

と
な

つ
た
自

動
車
を

譲
渡

し
た

場
合

又
は

変
更
登

録
(
使
用

者
の

変
更
)
し

た
場

合
 

 
2
 
減

免
の

対
象

と
な

つ
た
自

動
車
を

廃
車

し
た

り
盗

難
に

あ
つ
た

り
し

た
場

合
 

 
3
 
身

体
障

害
者

等
で

な
く
な

つ
た
場

合
(
死
亡

を
含

む
。
)
 

 
4
 
減

免
の

対
象

と
な

つ
た
自

動
車
を

運
転

す
る

者
が

運
転

免
許
資

格
を

な
く

し
た

場
合

 

 
5
 

身
体

障
害

者
で

満
1
8
歳

未
満

の
者

と
生

計
を

一
に

す
る

者
が

所
有

す
る

自
動

車
に

つ
い

て
減

免
を

受
け

た

場
合

に
、

そ
の

身
体

障
害

者
が

4
月

1日
現
在

で
満
1
8歳

に
な

つ
た
と

き
。
 

 
6
 
身

体
障

害
者

等
と

生
計
を

一
に
す

る
者

が
運

転
す

る
自

動
車
に

つ
い

て
減

免
を

受
け

て
い
る

場
合

で
、
次

に

該
当

す
る

と
き

。
 

 
 

(
1)
 
専

ら
身

体
障

害
者
等

の
通
院

、
通

学
、
通

所
又

は
生

業
の
た

め
に

運
転

さ
れ

る
自

動
車
で

な
く

な
つ

た

と
き

。
 

 
 

(
2)
 
自

動
車

を
運

転
す
る

者
が
身

体
障

害
者

等
と

生
計

を
一
に

し
な

く
な

つ
た

と
き

。
 

 
7
 
そ

の
他

減
免

理
由

に
該
当

し
な
く

な
つ

た
場

合
 

  
 

注
 

身
体

障
害

者
等

と
は

、
身
体

障
害

者
、

戦
傷

病
者

、
知
的

障
害

者
及

び
精

神
障

害
者
を

い
い

ま
す

。
 

  
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ
る

場
合

は
、
こ

の
通

知
書

を
受
け

取
つ

た
日

の
翌

日
か

ら
起
算

し
て

3箇
月
以

内
に

、
大

分
県

知
事

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が
で

き
ま

す
(
審

査
請

求
書

は
、
正

副
2
通

を
な

る
べ

く

当
県

税
事

務
所

を
経

由
し

て
提

出
し
て

く
だ

さ
い

。
)
。
 

 
 

な
お

、
こ

の
処

分
に

つ
い

て
の

審
査

請
求

に
対

す
る
裁

決
が

あ
つ

た
こ

と
を

知
つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し

て
6
箇
月

以
内

に
、
大

分
県

を
被

告
と
し

て
、
処
分

の
取

消
し

の
訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き
ま

す
。
た
だ

し
、

次
の

場
合

に
は

、
審

査
請

求
の

裁
決

を
経

る
こ

と
な

く
、
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
 

 
 

(
1)
 
審

査
請

求
が

あ
つ
た

日
か
ら
3箇

月
を

経
過

し
て
も

裁
決
が

な
い

と
き

。
 

 
 

(
2)
 
処

分
、
処
分

の
執
行

又
は
手

続
の

続
行

に
よ

り
生

ず
る
著

し
い

損
害

を
避

け
る

た
め
緊

急
の

必
要

が
あ

る
と

き
。
 

 
 

(
3)
 
そ

の
他

裁
決

を
経
な

い
こ
と

に
つ

き
正

当
な

理
由

が
あ
る

と
き

。
 



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

六

（
規
則
）

　
　

第
五
十
七
号
様
式
の
四
中
「自

動
車
税
種
別
割
納
税
証
明
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
証
明
書

」
に
、

　

「自
動
車
税
種
別
割
に

」
を
「自

動
車
税
に

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
七
号
様
式
の
四
の
二
中
「自

動
車
税
種
別
割
納
税
証
明
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
証
明
書

」

　

に
、
「自

動
車
税
種
別
割
に

」
を
「自

動
車
税
に

」
に
、
「と

し
て
使
用
で
き
ま
せ
ん

｡
」
を

　
「
と
し
て
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
こ
の
証
明
書
は
、
右
の
領
収
年
月

　
　
日
が
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
の

　
　
も
の
に
限
り
使
用
で
き
ま
す
。
　
　
」

に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
七
号
様
式
の
四
の
三
中
「自

動
車
税
種
別
割
納
税
証
明
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
証
明
書

」

　

に
、
「自

動
車
税
種
別
割
に

」
を
「自

動
車
税
に

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
七
号
様
式
の
五
中
「自

動
車
税
種
別
割
免
除
申
請
書

」
を
「自

動
車
税
免
除
申
請
書

」
に
、

　

「自
動
車
税
種
別
割
の

」
を
「自

動
車
税
の

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
七
号
様
式
の
五
の
三
中
「自

動
車
税
種
別
割
の
減
免
対
象
バ
ス
の
認
定
兼
減
免
申
請
書

」
を

　

「自
動
車
税
の
減
免
対
象
バ
ス
の
認
定
兼
減
免
申
請
書

」
に
、
「の

自
動
車
税
種
別
割

」
を
「の

自
動
車

　
税

」
に
、
「
､自

動
車
税
種
別
割

」
を
「
､自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
七
号
様
式
の
五
の
四
中
「自

動
車
税
種
別
割
中
古
商
品
車
減
免
申
請
書

」
を
「自

動
車
税
中
古

　
商
品
車
減
免
申
請
書

」
に
、
「の

自
動
車
税
種
別
割

」
を
「の
自
動
車
税

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割

　
に

」
を
「自

動
車
税
に

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
七
号
様
式
の
五
の
五
中
「自

動
車
税
種
別
割
通
学
用
バ
ス
減
免
申
請
書

」
を
「自

動
車
税
通
学

　
用
バ
ス
減
免
申
請
書

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割
の

」
を
「自

動
車
税
の

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
七
号
様
式
の
六
中
「自

動
車
税
種
別
割
賦
課
決
定
通
知
書

」
を
「自

動
車
税
賦
課
決
定
通
知

　
書

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
七
号
様
式
の
七
中
「自

動
車
税
種
別
割
減
免
取
消
通
知
書

」
を
「自

動
車
税
減
免
取
消
通
知

　
書

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割
の

」
を
「自

動
車
税
の

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
七
号
様
式
の
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
五
十
七
号
様
式
の
九　
削
除

　
　

第
五
十
七
号
様
式
の
九
の
二
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

　

（
大
分
県
会
計
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

　

大
分
県
会
計
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
大
分
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
自
動
車
税
種
別
割
納
税
通
知
書
」
を
「
自
動
車
税
納
税
通
知
書
」
に
改
め

　

る
。

　
　

第
百
九
条
第
二
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を

　

第
九
号
と
す
る
。

　
　

第
百
二
十
条
第
一
項
中
「
自
動
車
税
種
別
割
納
税
通
知
書
」
を
「
自
動
車
税
納
税
通
知
書
」
に
改
め

　

る
。

　

（
災
害
被
害
者
に
対
す
る
県
税
の
減
免
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

　

災
害
被
害
者
に
対
す
る
県
税
の
減
免
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
大
分
県
規
則

　

第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
記
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め
る
。

　

（
大
分
県
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

　

大
分
県
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
大
分
県
規
則
第
六
十

　

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
十
三
条
第
三
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

　
　

第
四
十
四
号
様
式
中
「自

動
車
税
種
別
割
又
は
軽
自
動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税
又
は
軽
自
動
車

　
税

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割

（軽
自
動
車
税
種
別
割

）
」
を
「自

動
車
税

（軽
自
動
車
税

）
」
に
改
め

　

る
。

　
　

第
四
十
六
号
様
式
中
「自

動
車
税
種
別
割

（軽
自
動
車
税
種
別
割

）
」
を
「自

動
車
税

（軽
自
動
車

　
税

）
」
に
改
め
る
。

　

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人

　

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

　

個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
大
分
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次

　

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
八
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
第
百
七
十
七
条
の
十
七
」
を
「
第
百
六
十
四
条
」
に
改

　

め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
「
戦
傷
病
者
手
帳
交
付
等
関
係
情
報
」
を
「
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭

　

和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
及
び
障
害
の

　

程
度
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
戦
傷
病
者
手
帳
交
付
等
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同

　

条
第
二
号
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
第
八
条
の
改
正
規
定
は
、

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
号
）
附
則
第
一
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
規

　

定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
改
正
前
の
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
等
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
）



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

七

（
規
則
）

２　

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
第
三
号
様
式
の
二
、
第
三
号
様
式
の
二

　
　

の
三
、
第
三
号
様
式
の
七
、
第
三
号
様
式
の
九
、
第
四
号
様
式
（
そ
の
三
）
か
ら
第
四
号
様
式
の
二

　
　

（
そ
の
二
）
、
第
五
号
様
式
の
二
、
第
六
号
様
式
、
第
六
号
様
式
の
二
の
二
、
第
六
号
様
式
の
三
の

　
　

二
、
第
六
号
様
式
の
四
、
第
八
号
様
式
の
二
か
ら
第
十
号
様
式
の
二
ま
で
、
第
十
二
号
様
式
、
第
十
三

　
　

号
様
式
の
二
、
第
十
三
号
様
式
の
三
、
第
十
六
号
様
式
、
第
十
七
号
様
式
、
第
十
八
号
様
式
、
第
二
十

　
　

号
様
式
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
の
二
の
三
ま
で
、
第
二
十
三
号
様
式
の
三
か
ら
第
二
十
四
号
様
式
ま

　
　

で
、
第
二
十
六
号
様
式
（
そ
の
二
）
、
第
二
十
七
号
様
式
の
二
、
第
二
十
八
号
様
式
の
二
、
第
三
十
一

　
　

号
様
式
か
ら
第
三
十
二
号
様
式
ま
で
、
第
三
十
四
号
様
式
、
第
三
十
五
号
様
式
か
ら
第
三
十
七
号
様
式

　
　

の
二
ま
で
、
第
三
十
八
号
様
式
、
第
四
十
一
号
様
式
、
第
四
十
一
号
様
式
の
二
、
第
四
十
一
号
様
式
の

　
　

五
か
ら
第
四
十
一
号
様
式
の
八
ま
で
、
第
四
十
二
号
様
式
か
ら
第
四
十
三
号
様
式
の
三
ま
で
、
第
四
十

　
　

四
号
様
式
か
ら
第
四
十
四
号
様
式
の
四
ま
で
、
第
四
十
四
号
様
式
の
二
十
五
、
第
四
十
四
号
様
式
の
二

　
　

十
九
か
ら
第
四
十
四
号
様
式
の
三
十
二
ま
で
、
第
四
十
六
号
様
式
、
第
四
十
六
号
様
式
の
二
、
第
四
十

　
　

七
号
様
式
の
二
、
第
五
十
号
様
式
の
三
、
第
五
十
一
号
様
式
（
そ
の
一
）
、
第
五
十
一
号
様
式
の
三

　
　

（
そ
の
一
）
、
第
五
十
一
号
様
式
の
三
（
そ
の
二
）
、
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
四
か
ら
第
五
十
一
号

　
　

様
式
の
六
の
六
ま
で
、
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
十
一
、
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
十
二
、
第
五
十
一

　
　

号
様
式
の
六
の
十
四
、
第
五
十
四
号
様
式
の
四
、
第
五
十
五
様
式
の
六
、
第
五
十
六
号
様
式
の
八
、
第

　
　

五
十
六
号
様
式
の
九
、
第
五
十
七
号
様
式
の
三
、
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
六
、
第
五
十
七
号
様
式
の

　
　

三
の
九
か
ら
第
五
十
七
号
様
式
の
五
ま
で
、
第
五
十
七
号
様
式
の
五
の
三
か
ら
第
五
十
七
号
様
式
の
七

　
　

ま
で
、
第
五
十
七
号
様
式
の
九
及
び
第
五
十
七
号
様
式
の
九
の
二
の
規
定

　

二　

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
災
害
被
害
者
に
対
す
る
県
税
の
減
免
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　
　

別
記
様
式
の
規
定

　

三　

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第

　
　

四
十
四
号
様
式
及
び
第
四
十
六
号
様
式
の
規
定


